
 
 

平成２３年度独立行政法人平和祈念事業特別基金年度計画 

 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規定に基づき、

独立行政法人平和祈念事業特別基金（以下「基金」という。）の平成２３年度

の業務運営に関する計画を以下のとおり定める。 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 人件費の削減 

人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律（平成１８年法律第４７号）及び「経済財政運営と構造改

革に関する基本方針２００６について」（平成１８年７月７日閣議決定）を

踏まえ、削減に努めるとともに、国家公務員に準じた人件費削減を行い、

必要最小限の人員で着実な取組を行う。 

 

２ 外部委託の推進 

外部委託する方が効率的と認められる業務について、外部委託を推進す

る。 

 

３ 組織運営の効率化 

組織の活性化を図り、業務をより効率的・弾力的に遂行することができ

るよう、業務内容に対応した機動的な人員配置を行う。 

   

４ 随意契約の見直し 

（１） 「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」（平成１９年８

月１０日閣議決定）に沿って策定した「随意契約の見直し計画」に基づ

く取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。  

 

（２） 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成２１年１１

月１７日閣議決定）に沿って策定した新たな「随意契約等見直し計画」

に基づき、一般競争入札等についても、競争性、透明性が十分確保され

るように契約の適正化を推進する取組を着実に実施するとともに、契約

監視委員会による点検、見直しの状況及び契約の改善についてのフォロ

ーアップ状況を公表する。 

     なお、監事による監査においても、入札及び契約の適切な実施につい

てチェックを受けるものとする。 



 
 

第２ 特別給付金支給業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

 

（１）特別給付金の支給 

昭和２０年８月９日以来の戦争の結果、同年９月２日以後ソヴィエト

社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留さ

れた者本人（平成２２年６月１６日において日本国籍を有する者）（以下

「戦後強制抑留者」という。）の請求に対し、特別給付金を支給する特別

給付金支給事業を実施する。 

 

（２）特別給付金支給事業の請求期間 

戦後強制抑留者からの特別給付金の請求の受付は特別措置法附則第２

条により政令で定める日の翌日(平成２２年１０月２５日)から平成２４

年３月３１日までとする。 

 

（３）特別給付金支給事業に要する経費 

特別給付金支給事業に要する費用については、事務費を含め４８億円

とする。特別給付金の額は、本邦への帰還の時期の区分に応じて次の額

とし、一時金として支給する。 

 

本邦への帰還の時期の区分 金額 

昭和２３年１２月３１日まで 

昭和２４年１月１日から昭和２５年１２月３１日まで 

昭和２６年１月１日から昭和２７年１２月３１日まで 

昭和２８年１月１日から昭和２９年１２月３１日まで 

昭和３０年１月１日以降 

２５万円 

３５万円 

７０万円 

１１０万円

１５０万円

 

 

 

 

 

 

 

（４）特別給付金支給事業実施の周知 

特別給付金支給事業の実施に当たっては、対象者に給付できるよう、

新聞等による広報、ホームページへの掲載の充実などきめ細かく広報活

動を実施して、その周知の徹底を図る。 

 

（５）標準期間の設定 

申請者の負担の軽減、審査期間の短縮等事務処理の方法の検討を行い、

標準的な審査期間を次のとおりとする。 

① 特別記念事業の既贈呈者であって、基金からのお知らせを受けて請



 
 

求してきた者については１か月 

② 上記以外の者については３か月 

 

（６）申請者への通知 

特別給付金の審査の結果、該当者には「認定通知書」を、非該当者に

は理由を付した「却下通知書」を速やかに送付する。 

 

（７）地方公共団体との連携 

特別給付金支給事業の実施に当たっては、地方公共団体と緊密な連携

を図る。 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

運用資金の基本的な運用方針のもと、安全かつ適切な運用を行う。 

予算、収支計画及び資金計画については、別添のとおり。 

 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１ 環境対策 

環境に配慮した製品の使用の推進、リユースやリサイクルの推進、環境

負荷の低減等を盛り込んだ環境方針のもと、継続的に環境に配慮した業務

運営を行う。 

 

２ 職場環境 

メンタルヘルス、セクシャルハラスメントについて、管理徹底し、より

一層の配慮に努める。 

 

３ 内部統制・ガバナンス強化 

役職員の職務の遂行に当たっての行為について、法令、規定等の遵守に

万全を図る。 

 

４ 基金の解散に向けた取組 

基金の解散に向け、これまでの業務の整理等を適切に行う。 

 

 

 

 



 
 

（別添） 

１ 予 算 

（単位：百万円） 

区   分 金   額 

収  入 

 運 用 収 入 

  

臨 時 収 入 

 

       計 

 

              ２

５，５７１

５，５７２

支  出 

 慰 藉 事 業 費 

 

 翌 年 度 へ の 繰 越 金

 

       計 

 

４，８０１

  ７７１

５，５７２

 

＊１ 臨時収入は、政府出資金取崩しにより特別準備金として整理したものの

うち、平成２３年度の取崩し予定額及びその運用収入である。 

＊２ 運用収入及び臨時収入は、金利変動等により変動する可能性がある。 

＊３ 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。 

【人件費の見積り】 

期間中総額１７０百万円を支出する。  

   ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過

勤務手当に相当する範囲の費用である。  

 

２ 収支計画 

（単位：百万円） 

区   分 金   額 

費 用 の 部 

 経 常 費 用 

  慰 藉 事 業 費 

  減 価 償 却 費 

  財 務 費 用 

 臨 時 費 用 

 純 利 益  

５，５７５

４，８０４

４，８０１

          ３

          －

          －

        ７７１



 
 

 

収 益 の 部 

 経 常 収 益 

  運 営 費 交 付 金 

  運 用 収 入 

  資産見返運営費交付金戻入 

  資産見返補助金収入 

  財 務 収 入 

 臨 時 利 益 

５，５７５

５６３

          －

          ２

          ３

          ０

５５９

５，０１２

総 利 益 

 目 的 積 立 金 取 崩 

 純 利 益 

        ７７１

          ―

        ７７１

 

＊１ 臨時利益は、政府出資金取崩しにより特別準備金として整理したものの

うち、平成２３年度の取崩し予定額である。 

＊２ 経常収益及び臨時利益は、金利変動等により変動する可能性がある。 

＊３ 単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。 

 

３ 資金計画                     （単位：百万円） 

区 分 金 額 

資 金 支 出 

 業 務 活 動 に よ る 支 出 

 投 資 活 動 に よ る 支 出 

 財 務 活 動 に よ る 支 出 

 翌 年 度 へ の 繰 越 金 

５，５７２

４，８０１

    ―

    ―

  ７７１

資 金 収 入 

 業 務 活 動 に よ る 収 入 

  運 営 交 付 金 に よ る 収 入 

  運 用 収 入 

 投 資 活 動 に よ る 収 入 

 財 務 活 動 に よ る 収 入 

 前 年 度 よ り の 繰 越 金 

５，５７２

５６０

    ―

５６０

３，３３０

    ―

１，６８２

 

＊１ 運用収入及び投資活動による収入は、金利動向等により変動する可能性

がある。 


